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第１章 目的・趣旨 

  

本県の指定管理者制度の運用では、指定期間中の賃金水準の変動に伴う人件費の増

減について、あらかじめ事業者が想定して応募するものとして、指定管理料に反映する

ことはしていませんでした。 

しかし、近年における本県の最低賃金等は大幅な上昇傾向を示しており、人件費の高

騰が事業者の指定管理業務への参入リスクを高め、さらに指定管理者の経営リスクの

上昇やサービス水準の質の低下を招くおそれともなっていることから、指定期間中の

賃金水準の変動に対応できる仕組みを導入する必要性が高まっています。 

そこで、雇用労働条件の改善や事業者の健全経営及び適正なサービス水準の確保を

目的として、社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準の変動に応じて、指定管理

料を変更する仕組み（以下「賃金スライド制度」という。）を導入します。 

本マニュアルは、賃金スライド制度の運用にあたっての基本的な考え方や事務手続

き等を整理したものです。 

 

第２章 賃金スライド制度の概要 

１ 制度の概要 

指定期間２年目以降の指定管理者の人件費について、雇用形態別の賃金水準をは

かる指標を基に算出した変動率を用いて、年度ごとの見直し額（増減額）を算出し、

一定以上の変動が見られた場合に、次年度の指定管理料において、それに対応した増

減を行います。 

※賃金水準の変動に伴う人件費の見直しは、社会情勢の変動に応じて行うもので

あり、賃金水準が下がった場合には指定管理料を減額します。 

 

２ 対象施設 

原則として、指定管理者制度を導入している全施設を対象とします。 

※ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）

に基づく指定管理施設など、個別の事業契約等により本制度と類似の対応を実

施している施設は対象外とします。 

 

３ 導入時期 

令和９年４月１日以降に指定期間を開始する施設（更新施設を含む）から導入

し、指定期間２年目の指定管理料から適用します。 

※指定期間の更新にあわせて順次導入します。 
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４ 対象者 

指定管理者から直接雇用されている職員であり、指定管理業務に直接従事する職

員を対象とします。 

対象となる職員は、雇用形態に応じて、次の２つに区分します。 

雇用形態 内容 

正規雇用職員等 

指定管理者において正規職員として分類している職員 

＜参考例＞ 

契約期間が指定期間と同等か、それ以上の長期間で雇用され

ており、フルタイム労働している職員 

臨時雇用職員等 

指定管理者において正規職員として分類していない職員 

＜参考例＞ 

パートやアルバイト等の正規雇用以外の職員（正規職員より

所定労働時間・所定労働日数が短い職員） 

（備考） 

・ 再委託先の職員や人材派遣委託による職員、本社で施設の管理運営を行う 

職員は、対象外とします。 

・ 施設の特性や指定管理者の組織体制によって、被雇用者の勤務形態は異な 

り、一律的な区分は困難であるため、上記を参考として、実際の雇用状況に 

応じて適切に判断するものとします。 

 

５ 対象経費 

指定管理者が申請時（応募時）に計画した人件費（労働基準法第 11 条に規定され

る賃金。自主事業に係る経費を除く。）のうち、賃金水準の変動による影響を受ける

経費（直接人件費）を対象とします。 

 

 

 

 

 

 参考例 

対象となる経費 給与、賃金、賞与（期末・勤勉手当）、社会保険料 等 

対象外となる経費 通勤手当、健康診断費、勤労者福祉共済掛金 等 

※指定管理者の給与形態等により、手当等の内容や取扱いは異なり、一律的な区分

は困難であるため、指定管理者の実情等に応じて適切に分類するものとします。 

 

 

 

【参考】労働基準法（抜粋） 

第 11 条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を

問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。  
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６ 賃金水準の変動率を求める指標 

賃金水準の変動率は雇用形態ごとに次の指標を用いて算出します。 

雇用形態 適用する指標（変動率） 

正規雇用職員等 

【神奈川県人事委員会が公表する民間給与実態調査】 

当該年度に公表された「民間の給与（月例給）」×（「12 か月

分」＋「特別給（ボーナス）の年間支給割合」）を前年度の同式

と比較して算出した変動率を適用 

臨時雇用職員等 

【神奈川労働局が公表する神奈川県最低賃金】 

当該年度に公表された「最低賃金」の額を前年度と比較して

算出した変動率を適用 

 

【変動率の算出方法】※小数点第三位を四捨五入 

①正規雇用職員等 

 

 
 

②臨時雇用職員等 

 

 

 

 

７ リスク分担の考え方 

県と指定管理者のリスク分担の観点から、対象経費に変動率を乗じて算出した増

減額が、指定期間初年度の対象人件費計画額（基礎額）の±1.0％（以下「リスク負

担額」という。）までは、指定管理料の増額や減額を行いません。 

 

増
減
額基礎額

1,000万円
基礎額

1,000万円

賃
金
ス
ラ
イ
ド
額

▲20万円

（初年度） （２年度目） （初年度） （２年度目）

▲10万円

【①増額の場合】 【②減額の場合】
増
減
額

20万円
賃
金
ス
ラ
イ
ド
額

▲１.0％ ▲１.0％

リ
ス
ク
負
担
額

リ
ス
ク
負
担
額

＋１.0％ 10万円 ＋１.0％

｛（○－ 1）年度月例給×（ 12＋（○－ 1）年度特別給割合）｝  

×100 

○年度神奈川県最低賃金  －  （○－１）年度神奈川県最低賃金  

（○－１）年度神奈川県最低賃金  

変動率 ＝ 
｛○年度月例給×（ 12＋○年度特別給割合）｝－｛（○－１）年度月例給×（ 12＋（○－１）年度特別給割合）｝  

 

×100 変動率 ＝ 

＜イメージ図＞ 
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【備考】 

①増減額がプラスの場合、リスク負担額を超える部分（基礎額の＋ 1.0％を超える部分）

を賃金スライド額とし、県は次年度の指定管理料に反映（加算）します。  

②増減額がマイナスの場合、リスク負担額を超える部分（基礎額の－1.0％を超える部分）

を賃金スライド額とし、県は次年度の指定管理料に反映（減算）します。  

 

８ 賃金スライド額の算定方法 

毎年度、対象経費に変動率を乗じて増減額を算出します。そして、この増減額のう

ち、指定期間初年度の対象経費（基礎額）の±1.0％を超えて増減した額を賃金スラ

イド額とします。 

 

＜算定イメージ＞ 

（１）増額の場合   

 

 

 

 

（２）減額の場合 

 

 

 

 

【注】対象経費の計算方法 

・賃金スライド対象人件費等提案書（様式１）に記載された指定期間初年度の対象人件

費計画額を基礎額として、毎年度の対象経費を計算します。  

・指定期間３年目以降の計算においては、指定期間初年度の対象経費（基礎額）に、前

年度までの賃金スライド額の算定に用いた全ての変動率を反映します。 

 

（例） 

指定期間２年目：初年度の対象経費  

指定期間３年目：初年度の対象経費×２年目の賃金スライド額算定に用いた変動率 (Ａ ) 

指定期間４年目：初年度の対象経費×(Ａ )×３年目の賃金スライド額算定に用いた変動率 (Ｂ ) 

指定期間５年目：初年度の対象経費×(Ａ )×(Ｂ )×４年目の賃金スライド額算定に用いた変動率  

 

 

 

 

 

賃金 
スライド額 
（ 20 万円）  

＝  
【増減額】（ 30 万円）  

対象経費  
【注】  

 

変動率  × 
【リスク負担額】（ 10 万円）  

対象経費  
[初年度 ] 

 

× － 

賃金 
スライド額 
（▲ 20 万円） 

＝  
× 対象経費  

[初年度 ] 

 

× ＋ 対象経費  
【注】  

変動率  

【増減額】（▲ 30 万円）  

× 
【リスク負担額】（ 10 万円）  

1.0％  

1.0％  
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第３章 賃金スライド制度の運用 

１ 標準的な運用スケジュール 

（１）指定期間開始前の募集・選定年度に行う事務 

① 施設所管部署は、指定管理者の公募にあたり、募集要項等に賃金スライド制度の

関連事項を明記し、申請団体に、これまでの申請書類に加え、対象となる人件費等

を記載した賃金スライド対象人件費等提案書（様式１）を提出させます（非公募の

施設も同様）。その際、収支計画書に記載されている人件費と齟齬が生じていない

か確認するものとします。 

②  提出を受けた賃金スライド対象人件費等提案書は、今後の支出見通しや制度の

運用状況等を共有するため、施設所管部署から制度所管部署である行政管理課へ

提出するものとします。 

※  候補者に選定された団体の賃金スライド対象人件費等提案書は、以後の各年度

における賃金スライド額算定の基礎資料となるため、提出後の変更は原則として

認めないものとします。 

③ 施設所管部署は、指定管理者との協定締結にあたり、基本協定書に賃金スライド

制度の関連事項を明記します。 

 

（２）指定期間開始後の次年度予算への反映に向けて行う事務 

④ 制度所管部署（行政管理課）は、雇用形態別の適用指標の改定時期に合わせ、変

動率を算出し、施設所管部署に通知します。 

⑤ 施設所管部署は、④の雇用形態別の適用指標（変動率）を基に、次年度の賃金ス

ライド額を算定し、指定管理者へ通知（様式２）します。 

※  賃金スライド額が０円となった場合は増減なしの通知を、マイナスとなった場

合は減額の通知を行います。 

⑥ 指定管理者は、施設所管部署から通知された賃金スライド額が増額となり、次年

度の指定管理料に反映を希望する場合、施設所管部署に申請書（様式３）を提出し

ます（賃金スライド額が減額となった場合は、減額の通知後、次年度の予算に反映

することから、指定管理者からの申請は不要）。 

⑦ 指定管理者から申請があった場合、施設所管部署は、速やかに賃金スライド額に

係る経費を次年度の予算に反映します。 

 

（３）指定期間開始後の管理運営開始に向けて行う事務 

⑧ 指定管理者は、次年度の事業計画書・収支計画書等の提出に際して、賃金スラ

イド額を反映します。 

⑨ 予算の議決後、指定管理者から提出された事業計画書・収支計画書等の内容を

踏まえ、年度協定書を締結します。この際、確定した賃金スライド額を反映した

指定管理料を年度協定書に記載し、支払計画に基づき支払います。 
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※ 年度協定書上の指定管理料は、指定管理者の提案額に賃金スライド額を反映し

た額（年額）を記載します。 

⑩ 施設所管部署は、指定管理者に対して、賃金スライド制度の趣旨と内容の周知

及び職員の賃金水準の引き上げ等に適切に対応するよう依頼します。 

また、年度終了後におけるモニタリングの実施等に併せて、賃上げ実施の対応

状況等について確認を行います。その際、指定管理者は賃金台帳等必要な資料の

提出依頼に協力するものとします。 

 

【標準的な運用スケジュール】 

時期  段階  手続  県  
申請団体  

（指定管理者）  

指
定
期
間
開
始
前 

前
々
年
度 

９月～  

募
集
年
度 

積
算
調
整
～
募
集
手
続 

指定管理料の積算調整  
  

11 月～

12 月  
募集要項等の作成  

募集要項等に賃金スライド

制度関係事項を記載  

 

１月～  募集開始  
賃金スライド対象人件費等

提案書の受理・確認  

賃金スライド対象人 件費等

提案書の提出（様式１）  
３月  募集締切  

前
年
度 

４月  

選
定
年
度 

選
定
評
価
～
協
定
締
結 

外部評価委員会の評価  指定管理者候補の評価  
 

５月  
指 定 管 理 者 候 補 の 選 定 ・

確認  

働き方・行政改革推進本部

における指定管理者候補の

選定・確認  

 

６月  議案の提出  
指定議案・債務負担行為を

設定する補正予算案の提出   

 

７月  指定管理者の指定・告示  
指 定 管 理 者 へ 指 令 書 の 交

付・県公報で指定の告示  

 

～３月  
基 本 協 定 書 ・ 年 度 協 定 書

の締結  

協定書に賃金スライド制度

関係事項を記載  

 

指
定
期
間
中 

１
年
目 

４月  

賃
金
ス
ラ
イ
ド
額 

算
定
年
度 

指定管理開始  
  

10 月  

民 間 給 与 実 態 調 査 ・ 最 低

賃金の公表  

変動率の算出・通知  

指定管理者へ賃金スライド

額を通知（様式２）  

賃金スライド額を希 望する

場合は施設所管部署 へ申請

書を提出（様式３）  

～１月  次年度の当初予算編成  

指定管理者から提出された

賃金スライド額の申請書を

基に次年度の予算へ反映  

 

２月  

～３月  

次 年 度 の 事 業 計 画 ・ 収 支

計画等の提出・確認  

賃金スライド額が反映され

た次年度の事業計画・収支

計画等の確認  

賃金スライド額を反 映した

次年度の事業計画・ 収支計

画等の提出  

３月  
予算の議決  

年度協定書の締結  

賃金スライド額を反映した

指定管理料を記載  

 

指
定
期
間
中 

２
年
目 

４月  

以降  

賃
金
ス
ラ
イ
ド
額 

反
映
年
度 

賃 金 ス ラ イ ド 額 を 反 映 し

た指定管理料の支払い  

協定書に定める支払計画に

基づく指定管理料の支払い  

 

～３月  （１年目と同じ流れ）  
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指
定
期
間
中 

３
年
目 

４月  

～５月  

賃
金
ス
ラ
イ
ド
額 

反
映
の
次
年
度 

賃金改善状況の確認等  

（ 年 度 モ ニ タ リ ン グ に 併

せて実施）  

賃金スライド額の人件費反

映状況の調査  

賃金スライド額の人 件費へ

の反映状況に関する 調査票

を回答（様式４）  

～３月  （２年目と同じ流れ）  

 

２ その他 

（１）指定期間中に賃金スライド対象人件費等提案書の記載内容が変更となる場合 
・ 突発的な職員の欠員や臨時的増員等、年度途中の人員構成の一時的な変更に伴

う人件費の変動については、指定管理者の負担とします。 

・ 県側の事情により、指定期間中の管理面積の増加等、管理運営業務の前提に変

更があり、それにより職員配置の変更（軽微な変更を除く）が生じ、同様の状況

が当該年度以降も継続する場合、協議により賃金スライド対象人件費等提案書の

記載内容を変更することができるものとします。 

 

（２）指定期間の開始が４月１日以外の場合 

・ 新規施設など、指定期間の開始が４月１日以外の施設については、次年度予算

への反映手続を行うまでに指定期間が開始している場合、次年度の指定管理料か

ら賃金スライド額の算定対象とします。 

 

（３）指定管理者が県に納付金を納める施設の場合 

・ 賃金水準の変動に伴う人件費の見直しは、指定管理者が県に納める納付金から増

減する額の調整を行います。 

 

（４）賃金スライド額の取扱いと賃金改善状況の確認 

・ 賃金スライド額については、賃金スライド制度の導入趣旨を踏まえ、対象とな

る職員の人件費に充てることとしますが、指定管理者制度においては、組織運営

を含む管理運営について指定管理者の創意工夫を生かし、効率的かつ効果的に実

施されることが求められているため、職員への支払時期や方法等、実務上の取扱

いについては指定管理者の裁量によるものとします。ただし、人件費への充当が

確認されない場合、改善指導や返還対象となることがあります。 

・ 賃金水準改善の状況については、年度終了後のモニタリング時に「賃金スライド

額の人件費への反映状況に関する調査票」（様式４）の提出を受け、確認すること

とします。 
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３ 様式関係 

番号  様式名称  作成者  

様式１  賃金スライド対象人件費等提案書  指定管理者  

様式２  
賃金スライド制度による○＋１年度の指定管理料の増減額に

ついて（通知）  
県  

様式３  
○＋１年度の指定管理料に関する賃金スライド額について

（申請）  
指定管理者  

様式４  
賃金スライド額の人件費への反映状況に関する調査票（○年

度）  
指定管理者  

 



【参考１】賃金スライド制度の運用イメージ（賃金水準が毎年度上昇する場合）

《人件費上昇》

《人件費上昇》 105
　 《人件費上昇》 103

98 (98) 2,814
《人件費上昇》 ［2］

［98］

対象人件費 10,000千円 10,098千円 10,198千円 10,301千円 10,406千円
人件費総額 11,000千円 11,098千円 11,198千円 11,301千円 11,406千円

【１年目】 【２年目】 【３年目】 【４年目】 【５年目】

(201)

1,000 1,000 1,000

2,732
(82)

(77)
2,652

(23)
7,546 (23)

1,000

7,592

臨時雇用職員等
対象人件費
（パート・
　アルバイト等）

2,500 (75)
2,575

7,569

正規雇用職員等
対象人件費
（正社員等）

7,500 (23)

賃金スライド非対象
人件費（通勤手当等）

1,000

［＋100］

7,523 (23)

(80)

【リスク負担額】

指定期間初年度人件費計画額[基礎額]

の±1.0％（自主事業に係る経費を除く）

初
年
度
の
賃
金
ス
ラ
イ
ド
対
象
人
件
費

0.3％

3.0％

0.3％

3.0％

0.3％

3.0％

0.3％

3.0％

【県が負担する人件費上昇分（賃金スライド額）】

指定期間１年目： － ※制度対象外

２年目： 0 円 ※上昇幅がリスク負担額に留まる

３年目： 98千円

４年目： 201千円（累計） [ 103千円（単年度）]

５年目： 306千円（累計） [ 105千円（単年度）]

＜試算条件＞

・指定期間初年度の対象人件費（自主事業に係る経費を除く）：10,000千円 → リスク負担額：100千円（10,000千円の1.0％）

※指定期間初年度における正規雇用職員等の対象人件費（7,500千円）＋ 臨時雇用職員等の対象人件費（2,500千円）

※人件費のうち賃金スライド制度の対象とならない経費（1,000千円）

・正規雇用職員等の人件費上昇率：毎年度 0.3％上昇 ／ 臨時雇用職員等の人件費上昇率：毎年度 3.0％上昇

単位：千円



【参考２】賃金スライド制度の運用イメージ（賃金水準が上昇し、その後下落する場合）

　

《人件費上昇》 《人件費下落》

［98］

［97］ 《人件費下落》

[1]
94

対象人件費 10,000千円 10,098千円 9,998千円 9,901千円 9,806千円
人件費総額 11,000千円 11,098千円 10,998千円 10,901千円 10,806千円

【１年目】 【２年目】 【３年目】 【４年目】 【５年目】

7,456

1,000

臨時雇用職員等
対象人件費
（パート・
　アルバイト等）

2,500
2,575

7,523正規雇用職員等
対象人件費
（正社員等）

7,500 (23)

賃金スライド非対象
人件費（通勤手当等）

1,000

-(22) 

-(73) 2,350

1,000 1,000 1,000

7,500
7,478

-(22)

2,423
(75)

《人件費下落》

2,498

［100］

-(77)
-(75)

-(23)

初
年
度
の
賃
金
ス
ラ
イ
ド
対
象
人
件
費

0.3％

3.0％

0.3％
0.3％

3.0％

【指定管理者が負担する人件費下落分（賃金スライド額）】

指定期間１年目： － ※制度対象外

２年目： 0 円 ※上昇幅がリスク負担額に留まる

３年目： 0 円 ※下落幅がリスク負担額に留まる

４年目： 0 円 ※下落幅がリスク負担額に留まる

５年目：▲94千円

＜試算条件＞

・指定期間初年度の対象人件費（自主事業に係る経費を除く）：10,000千円 → リスク負担額：100千円（10,000千円の1.0％）

※指定期間初年度における正規雇用職員等の対象人件費（7,500千円）＋ 臨時雇用職員等の対象人件費（2,500千円）

※人件費のうち賃金スライド制度の対象とならない経費（1,000千円）

・正規雇用職員等の人件費上昇率：１年目に0.3％上昇、２年目以降に0.3％下落

臨時雇用職員等の人件費上昇率：１年目に3.0％上昇、２年目以降に3.0％下落

[－100] 
3.0％

0.3％

3.0％

[＋100] 

単位：千円

【リスク負担額】

指定期間初年度人件費計画額[基礎額]

の±1.0％（自主事業に係る経費を除く）
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